
大
軍
四
M
F
穴
聞
二
十
一
日
璽
-
一
荷
車
偏
銅
鐸
珂
《
暢
恩
一
一
四
一
回
.
行
》

唱え

' 

たが 4

<" 

ド
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強

珊

義

蔵

園
積
地
租
の
課
税
標
準
・
・
・
・
・
法
事
一
博
士
神
戸
正
雄

園
際
債
格
の
理
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
文
皐
博
士
高
田
保
局

経
営
皐
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
済
事
博
士
小
島
昌
太
郎

抱

肌

官

制

品

チ
ュ
ル
ゴ

l
の
『
富
の
形
式
ご
分
配
』
・
法
串
士

明
治
政
府
の
貸
附
金
-
-
-
-
-
-
-
空
間
園
芸

諮

副

宵

演

大
都
市
及
其
附
近
諒
交
通
機
関
川
市
・
法
事
士

雄

棺

錨

疎

ド
イ
ツ
符
合
理
化
運
動
の
機
閥
・
・
-
紐

2
2

フ
ラ
ン
ス
弘
康
民
銀
行
じ
就
て
経
済
皐
士

米
岡
山
城
生
命
保
険
信
託
に
就
て
・
•• 

近
江
愛
知
郡
志
を
一
謂
み
て

近
着
外
国
経
済
雑
誌
主
要
論
題

鯉
神
事
士

締岨師事士
務

帽

" 

山

口

正

太

郎

=士t
口

)11 

実i

ユεL

種

田

虎

雄

谷

吉

彦

松

岡

孝

児

和

賀

賢

治

郎

菅

野

和

太

郎

口

』
伊
「
一
「
』

r

z品目
y
r
ι
R
y
i
‘ip

Mh 牛
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米
国
に
於
け
る
生
命
保
険

信
託
に
就
て

和

賀

賢

治

郎

絡一

百

現
今
米
閣
に
於
て
生
命
保
険
信
託
な
る
も
の
護
法

L
て
居

り

近
時
我
が
閣
に
も
之
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
従

τ

之
を
紹
介
す
る
は
意
義
あ
る
事
と
忠
ム
。
而
て
之
れ
が
紹
介
は

既
に
試
ら
れ
て
居
る
が

4 
m 

〈

Uミ

ーロ
ω 

山

内

" 
づ私
戸は
∞、

に戸
依 k

て「

氏
の
丑手
袋三E
フ宮之

の
接
結

印
】
】
戸
円

P
R
r

の

著

を
述
べ
て
見
ゃ
う
と
忠
ふ
山
で
あ
る
。
議
に

-
z
z
m
5
2
2
2
0

ヲ
互
ル
」
云
ふ
は
=
「
0
5
ω
Z
E
R
o
-
F
4コ
問
可
ロ
ヰ

の
意
で
あ
っ

て
、
}
耳
目
白
巴
[
門
戸
一
巳
ハ
作
一
令
官
山
川
信
託
)
と
は
信
託
の
委
託
者
が
共

ω
生

存
中

朝
刊
書
を
以
て
設
定
す
る
信
託
で
あ
っ
て
、

か
の
遺
言
に

依
て
設
川
一
ず
る
信
託
山
ち
遺
一
一
一
両
信
託

(
E
Z
5
2
5『
可

5
3
に

釘
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
て
生
命
保
険
信
託
は
純
粋
な
る
隼

第
三
+
巻

第
二
税

一
四
九

四

"The Llving Insurance Trust" 1928酢Mavo A. Shattllck， 1) 



雑

録

米
聞
に
於
け
る
生
命
保
険
信
託
に
就
て

存
信
託
で
あ
る
事
を
蕊
に
一
号
=
口
し
、

以
下
簡
略
に
生
命
保
険
信

託
と
呼
ん
で
諭
を
進
め
ゃ
う
。

意

義

生
命
保
険
信
託
と
は
信
託
財
産
が
生
命
保
険
泣
匁
よ
り
成
る

信
託
を
云
ふ
の
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
の
死
後
受
託
者
を
し
て

保
険
金
を
一
定
の
一
目
的
に
従
っ
て
応
分
せ
し
む
る
も
の
で
あ
U

〉

}

“

l

;

}

一
;
:
F
f
:
l
L
:
E
T
b
l
:
L
;
:

一
-
一
而
て
別
に
七
計
付
先
一
万
全
抗
体
総
J

仙
坊
の
似
保
険
制
又
ロ

共
の
被
保
険
利
径
を
有
す
る
者
に
依
て
設
定
せ
ら
れ
る
。
被
保

険
利
谷
を
有
す
る
者
は
被
保
険
者
、
共
の
債
権
者
又
は
保
話

入
、
叉
は
被
保
険
者
の
生
命
の
存
続
す
る
事
に
於
て
金
銭
上
の

利
ム
什
を
有
ず
る
苛
(
組
合
員
に
封
す
る
一
組
合
員
、
雇
人
に
封

す
る
雇
主
の
如
し
)
又
は
肉
親
若
し
く
は
結
婚
に
依
て
被
保
険

者
の
生
命
の
存
続
す
る
事
か
ら
正
賞
に
利
訴
を
期
待
し
且
つ
共

の
死
亡
に
依
て
損
害
を
蒙
る
べ
く
噛
即
刻
せ
ら
れ
る
関
係
に
あ
る

者
で
あ
る
。

話ー

類

第
三
十
を

JLg 

第
二
競

一
五

O

基
金
附
生
命
保
険
信
託
及
び
無
基
金
生
命
保
険
信
託
の
二
あ

り。
(イ〕

之基
は金
三雲 附
託生
二百 命
が保
受 i命
託イ言
:符託
f亡

:主
而7
f呆
除
itr;宮
家
と

一t与
に
其:
の
イ来

険
料
と
し
て
支
梯
ふ
べ
き
器
本
財
産
を
信
託
す
る
も
の
で

ム
ゆ
っ
て

一
例
を
山
山
中
ぐ
れ
ば
被
家
安
信
託
し
共
の
読
多
よ

り
生
中
る
利
得
を
以
て
保
険
料
を
支
挽
は
し
め
る
の
で
あ

(ロ〉
之 無る
は基 O

翠金
に生
生命
命 f呆
保険
険信
説書E
きま
ι〉
み

を
イ言
託
す
o 
も

の

で

あ

る
。
従
て
受
託
者
は
保
険
料
支
梯
の
義
務
を
有
し
な
い
。

矛1)

盆

↑
保
険
金
を
雪
討
4
4
の
希
望
に
従
て
庭
分
せ
し
め
る
。
被
保
険

者
の
死
亡
に
於
て
一
時
に
保
険
金
の
会
額
を
遺
族
に
支
挽
ふ

は
危
険
で
あ
る
。
此
の
危
険
を
防
止
す
る
震
め
近
仲
介
割
持

の
方
法
が
行
は
れ
る
に
至
っ
た
、
即
ち
保
険
詩
家
の
裏
書
に

依
て
之
を
篤
す
を
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
斯
か
る
裏
書

吋吋ー



に
依
る
分
割
挽
は
機
械
的
で
あ
る
。
反
之
、

生
命
保
険
信
託

に
於
て
は
受
託
者
は
保
険
金
の
一
元
本
及
び
共
の
利
得
の
る
一
部

叉
は
一
部
を
委
託
者
の
希
望
に
ぬ
ひ
、
受
釜
者
の
生
活
維
持

に
趨
宜
に
使
用
し
其
の
不
時
の
病
気
又
は
不
時
の
支
出
を
充

(二)
る基た
o 令す
保附。
険生
キキ -61骨
支保
姉険
の f言
魚託
めに
受於
長で て
者は
に委
1N" 百ff:
苛「ー者
せの
る財
蓋 J!壬
本 'ie
財増
産 jm
のす

利
判
刊
は
保
険
料
支
叫
に
充
似
せ
ら
る
h

も
被
保
険
者
死
亡
せ

る
時
は
共
の
財
産
に
は
保
険
金
主
此
の
基
本
財
産
の
元
本
が

含
ま
れ
る
。
且
つ
叉
也
市
の
生
存
信
託
の
場
合
に
於
け
る
が

如
く
委
託
者
が
夫
の
保
険
料
支
挽
の
恭
本
財
産
に
週
期
的
加

増
を
行
ふ
契
約
を
震
す
時
は
、
之
は
貯
蓄
の
誘
因
と
な
る

0

3
基
金
附
生
命
保
険
信
託
に
於
て
は
保
険
科
は
受
託
者
に
依
て

f
k
 確

賀
に
支
梯
は
れ
る
を
以
て
、
明
険
料
不
納
に
依
て
保
険
契

約
が
無
制
に
陥
る
事
殆
ど
無
い
。

酌
生
命
保
険
信
託
に
於
て
は
被
保
険
者
死
亡
せ
る
時
、
其
の
死

亡
時
の
病
気
、
葬
式
及
び
遺
産
管
理
に
製
す
る
費
刑
を
支
梯

ふ
ベ
く
迅
速
且
つ
充
分
に
現
金
を
提
供
し
て
貰
へ
る
。
即
ち

雑

録

米
側
に
於
け
る
生
命
保
険
信
託
に
就
て

被
保
険
者
の
死
後
、
費
用
捻
出
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
共
れ
が

調
達
の
箆
め
所
有
財
産
を
不
営
左
る
安
値
に
寅
却
せ
ぎ
る
べ

か
ら
ざ
る
事
が
あ
る
。
新
の
如
き
犠
牲
を
除
去
す
る
矯
め
=

ユ

l
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
或
る
信
託
合
祉
は
生
命
保
険
信
託

契
約
に
於
て
、
斯
か
る
池
営
な
而
偵
を
有
せ
ぎ
る
説
泊
券
を
委

託
4
4
の
遺
一
吉
執
行
人
よ
り
買
受
る
椛
利
を
有
す
る
事
に
し

た
、
即
ち
生
命
保
険
信
託
契
約
に
於
て
委
託
者
は
自
己
の
財

伴
一
中
の
清
潔
左
此
の
方
法
に
依
一
一
受
記
者
に
野
却
す
る
事
及

ぴ
負
債
並
に
租
税
の
支
桃
を
受
託
者
に
託
す
る
事
を
契
約
し

以
て
斯
か
る
不
利
を
菟
れ
る
を
科
る
。

四

生
命
保
険
設
努
全
信
託
財
産

さ
な
し
得
る
枚
燦

信
託
財
産
は
一
般
に
、
椛
利

利
益

又
は
財
産
の
目
的
た

る
を
得
る
「
物
」
で
あ
る
。
市
て
生
命
保
険
誇
務
は
偶
稜
事
故
の

愛
生
部
ち
被
保
険
者
の
死
亡
に
於
て
保
険
曾
一
位
が
一
定
の
金
銭

を
指
定
者
に
文
様
ふ
契
約
で
あ
る
o

之
は
償
雰
叉
は
約
束
手
形

の
如
く
自
由
流
通
性
を
有
ぜ
ぬ
と
は
雌
も
、
雨
者
は
等
し
く
金

第
三
十
巻

第

枕

主

四

Ne¥:v Enr!lanc1の有力なる保険合祉の経験に依れば保険霊堂券の無効となる率
は保険内最初の年度に於ては 10:%以上、共t去の年度に於ては約 S?4て守あると
主主へて居る。
1926年 2月下ヮ信託や粧の軍基表に依れげ、 J1t丹原閃!乞依る周産の慣特低落は少
くとも 17%上り約4口%迄てある、而も最大ヰゴむ低搭は一段〕厚白金をも，r，;..'lf

2) 

3) 



雑

録

米
閣
に
於
け
る
生
命
保
険
信
託
に
就
て

鑓
債
似
(
n
r
。
話
回
口
常
時
5
3〉
で
あ
っ
て
財
産
で
あ
る
が
故
に
信

託
財
産
と
し
て
譲
渡
し
得
る
の
で
あ
る
。

主

生
命
保
険
認
券
の
譲
渡
方
法

生
命
保
険
謹
雰
を
信
託
す
る
に
方
り
共
の
保
険
読
島
知
を
受
託

者
に
譲
渡
す
る
に
は
共
の
保
険
縫
朱
に
於
け
る
受
取
人
を
受
託

者
に
受
史
す
る
が
叉
ほ
保
険
液
晶
怖
を
安
託
替
に
譲
興
ず
る
の

(イ〉つ
に 生 受の
依命取方
て保人 法
イ言 i殺のが
託話主婦 あ
す券更る
るに 。
を於
得け
るる
。受

然取
し人
乍を
ら受
保託
険者
契に
約書警
は更
保す
険る
金事

受
取
人
の
利
径
の
得
め
の
契
約
友
る
を
以
て
受
取
人
は
保
険

金
の
所
有
者
'
と
な
る
べ
き
者
で
あ
る
。
従
て
保
険
議
券
に
於

る
受
取
人
伊
勢
更
す
る
潟
め
に
は
凡
て
の
受
取
人
の
同
意
を

要
す
、
而

τ受
取
人
が
未
成
年
者
(
詰
)
叉
は
未
出
生
な
る
場

舎
に
は
此
の
同
窓
樺
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
信
託
し
得
・
な
い
。

但
し
営
設
保
険
龍
券
に
於
て
受
取
人
捕
獲
更
棋
を
保
留
せ
る
場

合
に
は
斯
か
る
同
意
を
嬰
せ
や
し
て
費
吏
す
る
事
を
得
る
。

第
三
十
巻

第

貌

四

四

五

次
に
斯
く
し
て
設
定
し
た
る
信
託
を
取
消
し
て
他
の
受
託
者

〈ロ)
保護に
除奥野
諮夏
券す
をる
とと， 平日

フ百 奇罰

金 合
にも
譲右
奥と
す同
るじ
時。

は
受
取
人

霊
の
場
A 

" と

異
り
被
保
険
者
は
全
然
共
の
権
利
を
犬
ふ
。
即
ち
配
営
金
牧

受
の
様
、
受
取
人
受
更
椛
等
を
失
ム
o

故
に
受
託
者
を
時
中
一
更

し
又
は
一
信
託
契
約
保
件
を
賢
史
ず
る
概
利
を
保
持
せ
ん
占
欲

ず
る
者
に
・
と
っ
て
は
受
託
者
が
共
が
取
泊
及
び
共
の
返
還
の

義
務
を
負
ふ
事
を
明
白
に
契
約
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、

此
の
譲

奥
に
依
る
信
託
は
遊
ぶ
べ
き
も
の
で
な
い
。

........ ，、

受
託
者
的
義
務

受
託
者
の
義
務
を
決
定
す
る
も
の
は
普
通
法
、
成
文
律
及
び

信
託
契
約
僚
項
で
あ
る
が
共
の
格
局
の
義
務
内
容
を
定
む
る
も

の
は
信
託
契
約
保
項
で
あ
る
。
従
て
信
託
契
約
に
於
て
明
白
に

且
つ
充
分
に
受
託
者
の
義
務
内
容
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
H

次
に
淀
意
す
べ
き
事
は
、
受
託
者
は
法
律
に
依
て
信
託
財
産

取
扱
に
善
良
た
る
管
理
者
の
注
意
を
嬰
し
過
失
な
汗
一
場
合
は
責

とする小財産に起ったと遮ペて居る。

(誌) 未成年者の場合の其由後見人の同意を得ればiirなり。

4) 契約。例示的記載事項は商i偽書巻末附録に列取し亡府るが遮てLt之を略す。



位
を
兎
が
る
と
雄
も
、
も
し
受
託
者
の
渇
失
に
依
り
信
託
財
産

た
る
生
命
保
険
続
赤
が
無
殺
と
な
れ
る
場
合
に
は
法
律
は
之
を

如
何
に
取
扱
ふ
か
で
あ
る
u

左
に
之
を
述
べ
ゃ
う
。

付
保
険
続
券
の
無
殺
と
な
れ
る
時
、
被
保
険
者
が
、
も
は
や
被

保
険
者
と
な
り
得
る
資
絡
を
有
せ
ぎ
る
場
合
は
、
衡
平
法
の

開
則
に
従
へ
ば
受
託
者
は
賞
品
核
保
険
悶
券
の
頼
回
額
よ
り
爾

ベを後
き :þ;~ 主変
で除保
あし fii旨
る1<:者
古:る<!)

且t升主要E
の 補 亡
原 を に
則、至

は:r，8tる
必 f~.~ 迄
然険支
的手「梯
l亡の」、
多:7Eべ
少亡か
、 せ り

補る L
Jト， 時: 千栄
せ排除
ら !日車千
れす額

る
の
で
あ
る
。
即
ち
前
記
金
額
よ
り
更
に
保
険
附
約
梯
戻
金

を
控
除
し
・

L
一
れ
に
、
爾
後
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
至
る
迄

支
抑
ふ
ぺ
か
り
し
保
険
料
額
に
釘
し
て
保
険
白
川
祉
が
被
保
険

者
財
産
に
支
梯
ム
ベ
か
り
し
利
岱
金
を
加
算
し
た
る
金
額
を

職
問
償
す
る
。

ん
い
営
時
、
中
間
ほ
被
保
険
者
と
左
り
得
る
資
格
を
有
す
る
場
合
に

は
、
無
殺
と
な
れ
る
保
険
主
同
一
の
山
内
険
を
附
し
、
受
託
者

は
無
殺
に
な
れ
る
保
険
誠
晶
怖
さ
新
保
険
譜
朱
に
於
る
保
険
料

の
差
糊
を
支
抑
ふ
1

刑
務
を
負
ふ
。

雑

鎌

近
江
愛
智
郡
志
を
韻
み
て

結

昌

以
上
回

r己
Z
n
r
氏
の
所
論
の
要
黙
を
記
述
し
た
の
で
あ
る
が

之
に
依
て
米
凶
に
於
る
生
命
保
険
信
託
の
概
裂
を
窺
ひ
得
る
と

思
ふ
。要

す
る
に
生
命
保
険
信
託
は
個
人
の
死
後
に
於
る
共
の
保
険

金
の
管
理
運
用
に
於
て
大
た
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
他
方
共
の
受
取
保
険
金
額
及
び
基
金
附
生
命
保
険
信
託
。

場
合
に
於
る
基
金
約
逗
別
に
於
て
金
融
J
意
義
を
有
ナ
。


